
■内閣法案の  

   課題 

 

・「条例」で特例

を設けられる

「法律の範囲

内」を省庁が狭

く運用する懸念 

 

 

・「条例」で特例

を設けられる

「政省令の内

容」を省庁が狭

く定める懸念 

 

 

 

・ 「政令」で法

律の特例を設

ける仕組みが

ない 

 

 

【条例案の提示】 
○ノーアクションレター 

○提案 

○「法律事項」の 
    その都度の報告 
○必要に応じ 
     内閣法案を提出 
○「政省令の内容」 
  等の年数度報告 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
等 

○「法律の範囲内」解釈指針 
○「政省令の内容」制定指針 
 ＆制定ﾙｰﾙ 
○ 詳細回答義務（＆迅速対応） 

○政令の報告 
 

計画認定ﾌﾟﾛｾｽにおける
政令特例による手続きの
簡素化 

必要に応じ条例
や政令で特例を
設けようとした事

項について立法 

 

法律の規制に対する「条例」と「政令」による特例措置の確保の仕組み 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
会 

 

国
と
地
方
の 

 
 

 
 

 

協
議
会
等 

【手続政令の制定要求】 

 ○提案 

 
 

 
 

 
 

特
定
地
方
公
共
団
体 意見の提出（※条例案、政省令の

内容の評価を含む） 
 

計画 
認定 

【国会の監督】 


